
別表

項目 評価基準 配分

※評価点の合計が65％以上の者のみを選定基準の対象とする。

・県内の支援機関やRYO-FU BASEが行う他の起業家支援プログラムの受託者等と相互に
協力・連携して運営する体制を構築できるか。
・スタートアップ等の課題解決、事業拡大に資するCxO人材とのコネクションを豊富に
有しているか。
・スタートアップ等が直面する事業拡大における真のボトルネックを分析、発見し適切
なCxO人材をマッチングする能力があるか。
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令和８年度ビジネス成長支援人材活用事業業務委託に係る企画提案競技
（企画コンペ方式）審査基準

内容の妥当性
・企画提案の内容は、仕様書で示した条件を満たす内容となっているか。
・スタートアップ等の実情や課題を踏まえた企画内容となっているか。

事業の効果

・事業の効果が、十分に期待できる内容になっているか。
【参考：本事業の成果目標】
⇒支援するスタートアップ等が求めるCxO人材の提案
支援するスタートアップ等に対して真に事業拡大に資する3名以上のCxO人材を選定し提
示すること
 ・提案者は、過去の実績や人員・組織体制等からして、期待される成果を確実にあげ
うるものであるか。
 ・斬新な工夫など特筆すべき点があるか
⇒CxO人材アサイン後のフォローアップ
支援するスタートアップ等とアサインしたCxO人材両者に対し業務遂行が円滑に行われ
るよう綿密にフォローアップを行うこと

経費の妥当性 ・所要経費の積算は、企画内容に対し妥当なものか。

実施の確実性
・業務遂行に必要な人員の確保が見込まれるか。
・業務遂行に関わる人員は、必要な技術及び経験を備えているか。
・業務を遂行できる組織体制を備えているか。

協力・連携体
制の構築


